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（3）水文観測

1）水管理流域

水文観測は水・畜産開発省のHydrological Section の所管である。水・畜産開発省では

全国を、Ⅰ）Pangani 流域、Ⅱ）Wami and Ruvu 流域、Ⅲ）Rufiji 流域、Ⅳ）Ruvuma and

Southern Coast 流域、Ⅴ）Lake Nyasa 流域、Ⅵ）Internal Drainage 流域、Ⅶ）Lake Lukwa

流域、Ⅷ）Lake Tanganyika 流域、及びⅨ） Lake Victoria 流域の9 流域（Drainage Basins：

通常の河川流域と区別するため、以下『水管理流域』と仮称する；図 3 － 14）に分割して

水管理を行っている。

2）水文観測

上記の水管理流域のうち、Pangani、Rufiji 及び Lake Victoria の 3 流域には Basin Of-

fice が設置されており、Basin Office の Hydrologist が水位・流量観測を行い、他の地域

では Regional Office の Water Engineer がこれを行っている。水位観測は Basin Office/

Regional Office の指定した住民が毎日観測を行っているが、野生動物の危険を避ける等の

理由で観測回数、時刻は観測所間で必ずしも統一されていない。流量観測はBasin Office

/Regional Office が年に数回、流量観測チームを派遣して実施することになっている。し

かし、近年は予算不足のため流量観測を実施していない観測所が多く、水位から流量への

変換が困難になっているとのことである。

水位・流量観測記録は Basin Office / Regional Office で整理し、Dar es Salaam の Hy-

drological Section へ報告することになっているが、現在、報告が滞っている。

3）河川流量資料

Hydrological Section の資料によると、流量観測記録は1950 年代からあり、これまで773

観測所が設置されたが、半数近くが既に閉鎖され、現在稼働しているのは 368 観測所とさ

れている。Basin Office / Regional Office から送られた記録を Dar es Salaam の Hydro-

logical Section でデジタルデータとして保管している。デジタルデータ化されている流量

観測所の基本諸元を表 3 － 9 に示す。

デジタルデータ化されている観測所は現在稼働中とされている観測所の 4 割にも満たな

い。これらの観測所についても、近年は流量観測チームを派遣できないところが多く、ま

た観測記録のHydrological Section への報告も停滞している。特に、1990 年代以降につい

ては、Hydrological Section でも観測活動の実態を把握できていないようである。Hydro-

logical Section の資料に基づき、各流域の流量観測所数を表 3 － 8 に取りまとめる。
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流量観測記録はHydrological Year-book としても保管されている。Hydrological Year-

book によると、1965 ～1970 年版ではBasic stations として47 観測所、Secondary stations

として 49 観測所、合計96 観測所が収録されているが、1971 ～ 1980 年版（以降未刊）では

Basic stations として 24 観測所、Secondary stations として 9 観測所、合計 33 観測所に

減少している。

現時点では、タ国 9 水管理流域のうち比較的良好に観測が実施されているのは、世銀の

支援を受けている Pangani 流域と Rufiji 流域及び独自で維持している Lake Victoria 流域

の 3 流域だけとのことである。

表 3 － 8
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4）Water Master Plans

このように近年は水文観測体制の維持が不十分で、当面の潅漑計画にあたっては昔の比

較的良好に水文観測が行われていた期間の資料に基づき検討せざるを得ない。幸い、1970

年代後半から種々のドナー機関の支援によって Region ごとのWater Master Plan 調査が

実施され、全国 20 Regions のうち、18 regions で計画が策定され、2 Regions で部分的な

調査成果ができており、この資料が本件調査に利用可能と思われる。

Water Master Plan の調査成果は水・畜産開発省／Ubungo の図書館に所蔵されている。

Region により調査事項や内容の深度に違いがあるが、おおむね、①現状：地域及び流域の

地形立地、社会・経済状況等、②水資源：河川水及び地下水の賦存量、特性、及び水質、③

開発計画、④水関連事業計画、⑤その他が記載されている。Region ごとのWater Master

Plan の実施ドナー機関及び策定年を年代順に示すと表 3 － 10 のとおりである。

5）流量観側の問題点

水文観測活動は徐々に衰退の一途をたどっている。原因は予算が絶対的に足りないため

とのことである。水位標が流失しても補修できないままになっていたり、流量観測が実施

できず、したがって流量に変換できず、Hydrological Section へ報告できないままになっ

ていたり、という実情のようである。担当者は、毎年、観測体制維持のため予算を要求し

ているが、予算関係者の理解が得られず削除されてしまうと嘆いていた。

今後、合理的・効率的な潅漑事業を推進するためには、水文観測体制の再構築及びその

広い利用を図るためデータベースの整備が必要である。併せて、水文観測のような継続的

調査の予算措置に対する関係者の理解を得ることが課題である。

表3 － 10
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3 － 6 － 2　地形の概要

（1）タ国の立地

タ国は南緯 1 度～ 12 度、東経 29 度～ 41 度に位置し、約 94 万 km2 の国土面積を有して

いる。国土は、西国境を Victoria 湖、Tanganyika 湖及び Nyasa 湖等の大湖群に、東をイ

ンド洋に挟まれている。一方、南国境にはRuvuma 川、北国境にはKilimanjaro 山がある。

国土は海岸部の帯状の低地帯とインド洋へ流入する諸河川の沿川流域を除くと、ほとんど

が標高 1,000 ～ 1,500 m の広大な平原台地から成っている。地形の概要を図 3 － 15 に示す。

（2）大地溝帯

タ国の地形で最も特徴的なのは同国をほぼ南北に縦断する大地溝帯で、狭く深い谷地形

を呈していたり、湖水で覆われたりしている。大地溝帯はモザンビークの Zambezi 川の河

口付近から北方へ向け、タンザニア、ケニア、エチオピアを通り、更に紅海を横切ってイス

ラエルに至っている。Nyasa 湖の北端で地溝帯は分岐しており、西地溝帯上には

Tanganyika 湖、Kivu 湖がある。東地溝帯は Dodoma、Manyoni 付近まで地表上では不鮮

明で、その北部のManyra 湖、Natron 湖でその位置が確認される。Rukwa 湖と Eyasi 湖は

それぞれ西地溝帯と東地溝帯が成因となってできた湖である。

（3）主要な河川系と湖

インド洋へ流入する主要河川は、Pangan i、Wami、 Ruvu、 Ru f i j i、Ma t a ndu、

Mbwemburu、 Lukuledi 及び Ruvuma 川である。これらの諸河川、特にWami、Ruvu 及び

Rufiji 川の河口部には沖積平野が発達している。

タ国の国境を成す大湖はそれぞれアフリカ大陸の代表的河川の源流となっている。

Tanganyika 湖は Congo 川を経由して大西洋へ流入し、Nyasa 湖は Zambezi 川経由でイン

ド洋へ流入する。Victoria 湖は、他の主要な湖と成因を異にし地殻のゆるやかな沈降により

出来たもので、Nile 川を経て地中海へ注いでいる。Rukwa 湖、Manyara 湖、Natron 湖及び

Eyasi 湖は海への出口をもたず、それぞれ閉鎖した排水系をなしている。

（4）山脈及び台地

主要な山脈（Mountains and highlands）が 4 つある。つまり、①Tanga からKilimanjaro

を経てMnyara 湖に延びる山脈（Kilimanjaro 山 5,895 ｍ、Meru 山 4,566 m 等）、②Natron

湖近くのOl Doinyo Lengai からDodoma に至る山脈（Ngorongoro クレーター、Hanang 山

3,417 m 等）、③Nyasa 湖の北からMorogoro に至る山脈（Rubeho、Nguru 等、2,000 m 級

の山々）、④Mbizi 山地からKigoma に至る西地溝帯に関連する山脈（Mbizi、Mahali 等、2,000
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m 級の山々）。

一方、主要な台地（Plateau）が 3 つある。① Songea の西からNewala の東までと北へ向

かって Ruaha Mkuu までの南東台地、②東部が Pangani 川の河谷で切断された Handeni-

Masai 台地、及び③東西 2 つの地溝帯に挟まれ国土の約 3 分の 1 を占める中央台地である。

3 － 6 － 3　水資源の現状

（1）気象及び降雨

1）気象概観

熱帯地方の気象で最も特徴的なのは降雨である。降雨は年により、月により、地域によ

り大きく変動している。降雨は、熱帯農業にとって最も支配的な要因である。山脈沿いに

年雨量の多い地域が分布しているが、台地部のほとんどが年平均雨量1,000 mm 以下で、全

般的に見てタ国は熱帯地域としてはかなり乾燥した地域に属する。気温は降雨と異なり、

年間を通じて変動が少ない。むしろ、標高による温度変化の方が顕著である。タ国では一

般に 100 m に 0.6℃の割合で気温が低下する。国内各地の気象概要を図 3 － 16 に示す。

2）降雨の地域的・季節的分布

年平均等雨量線図を図3 － 17 に示す。山脈に沿った地域やNyasa 湖の北端、Victoria 湖

の西岸等に高降雨帯が見られるが、これは湿気を帯びたインド洋からのモンスーン気流が

地形の影響で上昇あるいは集中することによるものである。一方、山脈の北西斜面や

Ruaha Mukuu 川流域では、小降雨帯になっている。これは東向きのモンスーン気流の湿

度が上記の高降雨帯で奪われるためである。これらが全体として、年雨量 1,000 mm を超

える東部海岸地帯と年雨量 600 mm にも満たない内陸地という対照的な年雨量分布を形成

している。Victoria 湖等の比較的多雨な地域は、局所的に循環する気流により同様な現象

で発生するものである。

年雨量の 3 ％以下の月を乾燥月とすると、乾期は国土の南部及び中央部で 5 月から 10 月

の 5 ～ 6 か月間で、北へ向かうにつれ期間が短縮し、Victoria 湖付近では約 1 か月間短く

なっている。乾期は北東海岸地域では不鮮明になり、全く乾期が認められない観測所もあ

る。一方、年間降雨パターンには一山型と二山型がある。一山型はタ国の南部及び中央部

に多く、二山型は西部（Uruwira、Kigoma）、Amani から Kilwa Kivinje に至る東部海岸

地域、及び中部地域の特定地域（Iringa、Mahenge）等で見られる。

3）農業計画と雨量

気温、日照時間及び風の状況から考え耕作に必要な最少年雨量は 750 mm 程度といわれ、

このことから判断し、タ国の中央部及び北部の多くの地域ではこれを下回っており、農民

は潅漑あるいは水量をあまり要しない作付けを強いられている。
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農業計画には年平均値よりもっと生起確率の高い降雨を対象にしなければならない。10

年確率雨量（10％確率雨量、あるいは平均して 10 年のうち 9 年は期待できる雨量）の検討

結果を見ると、確率雨量分布はおおむね年平均雨量の分布形に類似し、雨量はそれより 40

～ 50 ％程度低くなっている。

（2）水管理流域ごとの記述

全国 9 つの水管理流域ごとに、その主要河川の年間流量賦存量をRapid Water Resources

Assessment （The World Bank, February 1995）に基づき取りまとめ表 3 － 11 に示す。河

川流量は、流域の降雨量に支配されることは言うまでもないが、半乾燥地域においては、蒸

発、浸透等による流出損失も極めて大きく、流域規模が大きくなるにつれ流出高が激減し

ている。各水管理流域の概要を次に記述する。

1）Pangani 流域

Pangani 流域の合計面積は 5 万 6,300 km2 で、最大流域の Pangani 川（2 万 7,300 km2）

と Umba、 Sigi、 Masangazi 等の海岸河川から成っている。流域の半分以上が年平均雨量

500mm 以下の半乾燥（semi-ar id）地である。比較的多雨な地域は山地部周辺にあり、

Kilimanjaro 山南斜面では年平均雨量2,000 mm、Meru 山では1,200 mm、Pare 山脈で1,000

mm、Usambara 山脈で 1,800 mm となっている。河川流量は降雨同様、地域的季節的変動

が大きい。年平均流量は本川下流の Hale 地点で 38 m3/s である。

2）Wami and Ruvu 流域

Wami ／Ruvu 流域はWami 川（4 万km2）、Ruvu 川（1 万7,700 km2）及びDar es Salaam

南の海岸河川から成り、合計面積 7 万 2,930 km2 である。インド洋からの気流と山岳地形

が降雨の主な支配要因でUluguru 山脈の東南斜面では年平均雨量 2,500 mm を記録してい

るが、西斜面では少雨量である。Nguru-Rubeho 山系では 800 ～ 1,200 mm、Ukaguru 山

脈では1,000 ～ 1,800 mm である。内陸部のDodoma やWami 川流域北部方面に向けて、年

平均雨量は少なくなり年間 500 ～ 600 mm 程度である。Wami 川及び Ruvu 川の年平均流

量は下流部の観測所地点で共に 60 m3/s 程度である。

3）Rufiji 流域

Rufiji 流域は面積 17 万 7,000 km2 でタ国国土の約 4 分の 1 を占め、降雨も流域特性も

変化に富んでいる。Rufiji 川の主要支川はGreat Ruaha 川（8 万 3,970 km2）とKilombero

川（3 万 9,990 km2）である。Poroto 山、Udzungwa 山の北部地域は半乾燥地帯で年平均雨

量は 500 mm である。南下するにつれ降雨量は増加しUdzungwa、Kipengere 山系では年

平均雨量 1,800 mm を記録する。年間降雨パターンは、二山型の海岸地域を除き、ほぼ全

流域で一山型（年間 1 雨期 1 乾期）である。Great Ruaha 川流域の乾期はKilombero 川流
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域より早く始まる傾向がある。Great  Ruaha 川の年平均流量は主要支川合流後の中流

Mtera 観測所地点で 114 m3/s、Kilombero 川流量は同じく主要支川合流後の Ifwema 観測

所地点で 219 m3/s である。

4）Ruvuma and Southern Coast 流域

Ruvuma and Southern Coast 流域は、右岸流域をモザンビーク領土にもつ国境河川の

Ruvuma 川及びその他インド洋へ直接流入する諸河川より成り、合計面積 10 万 4,000 km2

である。特徴的なのは、Lukuledi 渓谷で二分されたMakonde-Rondo 台地である。これら

を除き、ほとんどの流域は 500 m 以下の標高である。年による雨量の変動は大きいが、年

平均雨量は 800 ～ 1,200 mm で、年間の降雨パターンは一山型である。インド洋へ流入す

る諸河川の多くは、乾期に流水がなくなる。

5）Lake Nyasa 流域

Nyasa 湖（3 万 3,000 km2）はマラウイ、モザンビークとの 3 国で共有している。Lake

Nyasa 流域の総流域面積は13 万 2,000 km2 で、そのうちタ国部分は3 万 7,000 km2 である。

山岳地形の影響でタ国南部のこの流域は年平均雨量が1,000 ～ 2,600 mm 以上にも達し、そ

のほとんどが 11 月から 5 月の雨期に集中する。Nyasa 湖北部が最も多雨で、Nyasa 湖北

部に位置するKiwira 川は年平均流量66 m3/s で、年間流出高でも 1,261 mm に達している。

6）Internal Drainage 流域

Internal Drainage 流域（面積 15 万 3,800 km2）はタ国の中北部に位置する Eyasi 湖、

Manyara 湖、Bubu 沼等の湖沼群とその流入河川から成る。海への出口をもたない閉鎖流

域である。この排水系は主に、ケニア国境のNatron 湖から南方国土中央部のBahi に至る

幅 30 ～ 90 km の断層・地溝帯によるものである。流域は半乾燥地域に属し、年平均雨量

は所により 500 ～ 900 mm であるが、年による変化が大きい。主要な河川はWembere 川

と Bubu 川で、Bubu 川 Bahi 地点における年平均流量は約 6m3/s である。

7）Lake Lukwa 流域

Lake Lukwa 流域も海への出口をもたない閉鎖流域で、合計面積 8 万 8,000 km2 の流域

である。標高は800 m の Rukuwa 湖（2,300 km2）から 1,500 m に変化する。降雨は年間一

山型で、大部分の流域の年平均雨量は 650 ～ 1,200 mm であるが、Ufipa 台地や Poroto 山

脈では降雨量が多い。Lukwa 湖は浅く、蒸発量が極めて大きい。主要河川は Rungwa 川

で、全流域の約 4 分の 1 を占める。Lukwa 湖の水位変動が、Nyasa 湖及び Tanganyika 湖

のそれと呼応していることが知られている。

8）Lake Tanganyika 流域

Lake Tanganyika 流域はタ国の西部に位置し、面積 3 万 2,000 km2 の Tanganyika 湖と

そのすべての流入河川から成り、合計面積 23 万 9,000 km2 である。そのうち、タ国側の面
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積は 15 万 1,000 km2 であるが、Tanganyika 湖流入量の約 60 ％に貢献している。主要河

川はMalagarasi 川（13 万 km2）である。降雨は年間一山型で、大部分の流域で年平均雨

量が 800 ～ 1,000 mm である。Kigoma の北部は湿潤で年雨量 1,000 mm 以上が降る。

Malagarasi 川下流部のMberagule では年平均流量が 157 m3/s となっている。

9）Lake Victoria 流域

Nile 川の源流でもあるVictoria 湖は 6 万 9,000 km2 の面積を有し、ウガンダ、ケニア及

びタ国にまたがっている。湖面積の 52 ％、流域面積の 46 ％がタ国内にあり、タ国流域 11

万 5,380 km2 を排水している。年間降雨パターンは東部流域では明らかな二山型を呈する

が、南部流域では一山型である。西部流域はほぼ年間を通じ降雨がある。湖の東端地域で

は年平均雨量が 500 ～ 750 mm、西へ向かうに従い雨量が増し、Bukoba 付近では年平均

雨量が2,000 mm を超える。湖の南部地域では750 ～ 1,100 mm である。Kagera 川、Mara

川及び Simiyu 川が Lake Victoria 流域の主要河川である。Victoria 湖西部のKagera 川の

年平均流量は 220 m3/s である。

3 － 6 － 4　自然災害

（1）関係機関

首相府（Prime Minister’s Office）の Disaster Management Department は、国内で自然

災害、疫病、難民等の各種災害や問題が発生すると、関係省庁、Regional Authorities 等と

連携して災害状況を調査し、必要に応じドナー機関の協力を得て、救援・復旧活動を行っ

ている。Disaster Management Department は National Disaster Management Committee

の下部機関であり、Operation ＆ Co-operation 及びPlanning ＆ Research の 2 部門より成っ

ており、各部門にはDesk Officer として、Training、Vulnerability Analysis、 Monitoring

＆ Evaluation、Information Management、 Resource Mobilization、 Public Awareness、及

び Logist ic  ＆ General の各担当者が配属されている。National  Disaster  Management

Committee は Permanent secretary クラスのメンバーで構成されている。

（2）主要な自然災害

タ国で発生する主要な自然災害として、洪水、渇水、地すべりがあげられる。洪水被害は

Kyelo、Rufiji、 Dsin、Morogoro、Kigoma、Rukwa で発生している。1998 年には近年最大

の洪水が発生し、道路、鉄道、伝統潅漑施設、給水施設などに多大な被害を与えた。渇水の

発生する主なRegion は、Dodoma、Sigida、Tabora 及び Shinyanga の全域、及びArusha、

Kilimanjaro、Morogoro、Iringa、Mara 及びMwanza の一部である。地すべりはKigoma、

Same（Kilimanjaro）、Mtwara and Rukwa regions で発生している。
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3 － 7　環　境

（1）環境行政

関係官庁：タ国の環境行政（政策立案、国家レベルでの調整作業）は副大統領府（Vice

President’s Office）の Division of Environment が National Environmental Management

Council （NEMC）の技術的助言を受け実施している。Division of Environment は副大統領

府のMinister of State の下にあり、Environmental Impact Assessment、Policy ＆ Planning

及び Pollution の 3 部門で構成されている。

本件C ／ P 機関である農業省潅漑セクションがあり、潅漑事業に関連する環境問題を扱っ

ている。

環境関連法規：国家環境政策（National Environmental Policy）が 1997 年に策定されてい

る。国家環境政策の基本政策を実施するため、現在 Division of Environment が NEPC と共

同してセクターごとのガイドラインを策定中で、潅漑セクターのガイドラインについては 4 月

末ごろには成案成るとのことである。

現状の環境問題：タ国の環境の現状について、国家環境政策は、①土地の劣化／表土流失、

②良質な生活用水の確保難、③環境汚染、④Wildlife 生息環境と生物多様性の損失、⑤水環

境の劣化、及び⑥森林伐採の 6 つの問題を指摘している。タ国は自然、特にWildlife の存在

は特異で、その保全のため、全土に多くの保全地域が指定されている。

国家環境政策では、その全体目標として次の事項をあげ、セクター間にまたがる課題とセ

クターごとの課題の両面から、目標達成のための施策を論じている。

1）環境を低下させずあるいは健康又は安全を失うことなく、現世代及び将来世代の基本的

なニーズに応えるため、資源の持続性、安全性及び公平な利用を確保する。

2）我々の生命を支える土地、水、植生及び大気質の低下を防止し制御する。

3）我々の自然及び人工の遺産を保全し高める。これにはタ国の特異なエコシステムの生

物学的多様性も含む。

4）タンザニア人が安全で健康で生産的で心地よい環境で生活できるよう、地方及び都市居

住地の劣悪化した地域の状態及び生産性を改善する。

5）環境と開発の本質的なつながりについて公共の意識と理解を高め、個人あるいはコミュ

ニティーの環境活動への参加を促進する。

6）環境課題に関する国際協力を促進し、条約の実施を含め、関連する二者間、地域間、及

び地球規模の組織や計画への、我々の参加と貢献を拡大する。

また、国家環境政策は開発行為に伴う義務として環境影響評価の制度を規定し、環境影響

評価の手順についてはNational Environmental Management Council が環境影響評価の手引

き（Environmental Impact Assessment Procedure）を定めている。
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第 4 章　調査実施上の留意点

4 － 1　総　括

（1）既存調査の活用

NIDP 策定後、各ドナー及び援助機関の協力により以下をはじめとする調査が実施されてお

り、これらによって収集されたデータ、開発された手法等を効率的に活用することが効果的

である。

Smallholder Development Project for Marginal Areas （SDPMA）

1992 ～IFAD

Special Programme for Food Security （SPFS）

1995 ～FAO

River Basin Management and Smallholder Irrigation Improvement Project （RBMSIIP）

1996 ～WB

Agricultural Sector Programme Support - Irrigation Component

1998 ～DANIDA

Participatory Irrigation Development Programme for Marginal Areas（PIDP）

2000 ～IFAD

（2）優先分野の考え方

マスタープラン取りまとめにあたっては、タ国政府が定めている優先分野に配慮すること

は当然であるが、現在策定中又は今後策定予定の上位計画の内容に留意するとともに、社会・

経済情勢の変化等を勘案のうえ、優先度の確認を行う必要がある。重点開発分野・対象作物

ともに地域的なばらつきが想定できることから、諸条件を総合し、十分な検証を行う必要が

ある。

潅漑農業の条件整備にあたっては、土地・水資源等の自然条件に起因する開発可能性調査

を基礎に、維持管理組織の育成、事業費負担の適正化、環境との調和への配慮など、社会・経

済・環境面等からの分析に基づき、持続可能な開発の観点から計画を策定するものとする。

（3）各調査段階における留意事項

1）第 1 フェーズ（マスタープラン）

①　関係者との意見交換等を含めたNIDP の評価をまず実施し、それに加えて、1990 年以

降の社会・経済情勢の変化、タ国で制定された各種計画、ドナー国等の協力により実施
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された各種調査結果を考慮して、マスタープランを策定していくことが効率的である。

②　調査期間が限定されていること及びタ国・各援助機関等により種々の調査が実施され

ていることから、既存データの収集・解析を中心にマスタープランを策定することとし、

必要に応じて、優先度の高い地域を中心に追加調査を行うことが考えられる。

③　第 1 フェーズにおいて、社会・経済・物理・環境面からの検討により第 2 フェーズの調

査対象となる優先分野（地区）を選定することとなるが、タ国の財政状況及び日本を含め

たドナー国等の援助方針に合致することも条件の 1 つとなることから、これらを含め客

観性の高い選定基準の策定が重要である。

2）第 2 フェーズ（行動計画）

①　優先分野とは、必ずしも潅漑施設の建設のようなハード分野だけではなく、行政・農

民組織の整備、基準類の整備等、ソフトも含めた幅広い分野のなかから選定する。

②　タ国の財政状況及びドナー国等の援助方針も考慮に入れ、各優先分野の技術的・経済

的妥当性、適正投資規模等を勘案して、実現性の高い行動計画を検討する。

3）第 3 フェーズ（実証調査）

①　実証調査についても調査期間が限定されていることから、短期的に効果が現れる実効

性のある分野を選定する必要がある。

②　タ国側の組織・人材の現状・将来性を評価し、優先分野の行動計画が実施に移された

ときに、早期に所期の効果が現れるようボトルネックの解消に努める。

（4）ワークショップ及び関係者会議

調査の進捗を図るとともに、調査の進捗状況及び成果を関係者間で確認するため、調査過

程の適当な時期ごとにワークショップ及び関係者会議を開催することがタ国より提案され、必

要性を判断し両国間で合意にいたった。

ワークショップの開催方法としては、中央レベルだけではなく、地方レベルも含め、政府

関係者以外にも、農民・大学・非政府機関等の様々な関係者を交えて意見交換を行い、計画

の取りまとめに生かしていくことが重要である。

また、関係者会議を開催することになった背景の 1 つとして、タ国で技術協力を行う際に

は、たとえ二国間協力であっても当事国同士だけでは進めることができない状況が指摘でき

る。このような状況に加え、本件においては、マスタープランで選定される優先事業を、タ

国及び日本以外のドナー国、国際援助機関等の協力をも得て実施に移していくことが重要で

あり、このことからも、調査の過程を通じて、これらの国、機関を含めた関係者会議を開催

し、調査の進捗状況及び計画の取りまとめ状況等についての情報を公開し、提供していくこ

とが必要である。
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（5）データベースの構築

NIDP の評価を尋ねたときにも聞かれたことだが、タ国において種々の計画を策定する際に、

一番問題になるのが必要なデータがないということであった。これを踏まえ、タ国から潅漑

データベース構築の要請があった。日本側より、データベースで最も重要なことは更新作業

であり、農業省にその能力があるか尋ねたところ、統計部で対応できるとのことであった。

データベースの具体的内容については、本格調査のなかで細部を詰めていくことになるが、

本格調査を通じて収集したデータを、汎用性のあるソフトを使って順次データベース化し、本

件調査に活用するとともに、その過程を通じてカウンターパートに技術移転していくことが

適当であると思われる。

また、タ国のほか、DANIDA などのドナー国及び国際機関が相当量のデータを収集・保管

している情報もあり、これらの既存情報との情報交換等により、最大限の効果を生み出す手

法の検討も必要である。

（6）レポート作成

本件については、調査の過程においてワークショップ及び関係者会議を開催し、調査の進

捗状況及び成果を関係者間で確認することが合意されている。このため、これら会議に提出

することも考慮し、作成するレポートの種類が多くなっている。

これに伴い、本格調査期間を通じて効率的な調査工程管理が必要となるが、取りまとめ段

階になって外部からクレームを付けられるよりも、これらの過程を経ながら、意見を受け報

告書をまとめていく方が、結果的には円滑かつ効率的な調査が実施できるものと考える。

4 － 2　援助調整の機能と役割

（1）機能と役割

本件マスタープランは、今後作成されるであろうASP の主要サブ・セクターである潅漑分

野を担うものであり、この観点よりドナー調整を図ることが求められることとなる。また、調

査のアウトプットはタ国政府及び関係ドナーが活用できることをねらっていることから、調

査のプロセスにおいて随時情報の提供と意見の集約が求められる。このような状況下、タ国

政府とステークホルダー会議を設置することで合意した（ミニッツ参照）。この委員会はステ

アリングコミッティーのメンバー（タ国政府関係省庁：ミニッツ参照）に加え、関係ドナーで

構成される。想定される機能と役割は以下のとおり。

①　Transparency and Awareness

調査の透明性を確保し、関係者の理解を得る。

②　Information Exchange
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情報の提供をしつつ、関係者からの情報を入手する。

③　Comments

調査の方向性等に対するコメントを集約する。

④　Ownership

タ国政府（農業省）に委員会の主催、①～③への対応を通じ、オーナーシップの熟成を

図る。

③に関しては、意思決定はステアリングコミッティーで図るものとする。つまりステーク

ホルダー会議は、調査プロセスにおける①～④を確保する場であり、合意形成を図る場とは

しない。プロセスを重視する一方、NIDP を更新するというアウトプットを早急に出すことが

求められているため、意思決定を迅速に行うことが必要とされるためである（ただしステーク

ホルダー会議で得られた意見については、必ず参加者にフィードバックしなければならない）。

なお、主要ドナーのうち、潅漑分野の協力を行っているのはデンマーク、FAO（Food and

Ag r i c u l t u r e  O r g a n i z a t i o n）、IFAD（In t e r n a t i o n a l  F o u n d a t i o n  f o r  A g r i c u l t u r e

Development）27）及び日本のみである。このうち、FAO についてはタンザニア・キリマンジャ

ロ農業訓練センター計画のフェーズⅡ（予定）とSPFS との連携を図ることが検討されている。

（2）開催頻度

ステークホルダー会議はインセプション・レポートをはじめとする各種報告書の提出に併

せて行うことが望ましい。この場合、レポートの仕様は簡易とし内容も要点を中心に取りま

とめることとし、事前に農業省と十分意見交換を重ね、議事に臨むこと。

（3）情報発信

情報の加工・発信については、インターネットによるWeb サイトを立ち上げることを検討

する。そのなかで潅漑分野の協力に参加しているDANIDA（Agriculture Sector Programme

Support）、世界銀行（流域管理プロジェクト及び土壌再生化／農業強化プロジェクト）、IFAD

（参加型潅漑開発）、FAO（Special Programme for Food Security）にも参画を求める。

（4） 調査団に求められる素養とタンザニア・コンサルタントの活用

少なくとも調査団長あるいは副団長においては、ステアリングコミッティー及び ステーク

ホルダー会議で関係省庁、ドナーとの議論を可能とする素養と語学力が望まれる。

27）IFAD は現地ミッションをもっていない。農業省が実施している。
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4 － 3　水資源

1．Survey and Mapping Division では地形図及び航空写真のコピー入手が可能であるが、タ国

ではコピー用資材が欠乏しているので、迅速に資料を入手するためには、感光紙、印画紙、薬

剤等の資材を搬入してコピーを依頼する必要がある。

2．関係機関や関係者が所有する資料には、流布数が少なく、今後再入手の困難なものも多い。こ

れらの資料をスキャナー等でデジタルデータとしてコピーし効率的に調査に使用するとともに、

データベースにも組み込んで、今後の広範な利用者の要望に備えることは有意義である。

3．近年の流量記録が少ないため、古い観測記録に基づく潅漑計画検討を余儀なくされる。また、

観測所数が少ないことから、遠く離れた観測所の記録を利用しなければならない場合が多いと

思われるが、調査対象地域は半乾燥地が多く、流下途中での蒸発・浸透等による損失が大きい。

したがって、潅漑計画の策定にあたっては、他観測所の流出記録や降雨記録に基づき、近年の

流出変化傾向及び流量損失の程度を把握しておくことが重要と思われる。

4 － 4　潅　漑

（1）基礎調査

フェーズⅠでM ／ P 策定を行う必要があることから既存資料の活用、行政組織の利用によ

り調査を早急に進める必要がある。

1）自然環境調査

降雨量、河川情報は水・牧畜省にある。ただし、全般的にデータが少ない。河川情報につ

いては測定ポイントが独立時に比べ著しく減少し現在では各主要河川に数地しか残っていな

い。

2）潅漑地区データベース

現在、農業省で作成中である。しかし、短期間での作成を省内で指示されていたため非常

に簡易なものとなっている。担当者も更に詳しいデータベースの構築が必要と考えており本

格調査のなかで調査団と協力して作業を進めたいとの意向をもっている。農業省は出先機関

のゾーン潅漑事務所を活用して情報収集を行っており、本格調査でもこれは活用可能である。

調査項目については NIDP の様式を基に再検討する必要がある。特に農民組織の状況、意

欲についての調査が欠落している。別途、組織団員報告を参考に調査する必要がある。

（2）第 1 フェーズ

マスタープランの策定

1）天水（補水潅漑）農業の位置づけ

事前調査においてはwater harvesting にかかわる調査結果、類型を確認することができな
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かったため早急に既存資料を収集、実体を把握する必要がある。

また、天水（補水潅漑）農業の開発方向についてもマスタープランのなかで示す必要があ

る。

2）タ国側の 3 プライオリティーの尊重

これまでの施設偏重の開発の反省に立って、タ国側は持続性をもった農業開発方向として

３プライオリティーを示している。水管理、潅漑農業の普及活動を通じた生産の安定を図る

うえで非常に重要であることから、これらの優先分野の考え方を尊重する必要がある。

3）中規模、大規模地区の開発可能性

これまでの大規模開発地区の反省から小規模自作農に注目されている。しかし、本調査で

は大規模地区を否定するのではなく可能性を探る必要がある。本調査では中規模、大規模潅

漑地区開発を実施するうえでの必要条件、課題等を整理する必要がある。

小規模自作農を対象とした灌漑地区で中規模、大規模潅漑地区開発を行う可能性の検討。

また、小規模潅漑地区開発に伴うキャパシティビルディングをどのように大規模開発につな

げていけるのかを検討する必要がある。

4）農業基盤整備と組織、農民育成

開発に伴う組織育成、農民教育研修は不可欠である。農業基盤整備の内容に見合った研修

内容が必要であり本調査のなかでその指針を示す必要がある。

本調査ではソフト面として、①農民研修、水利組織育成方法、②事業計画と農民、水利組

織のかかわり方を示す必要がある。

5）既存の日本による協力事業の再評価

6）整備水準

整備水準について以下の側面から検討、規定を策定する必要がある。潅漑開発類型ごとに

最低限の整備水準を作成し、実施にあたっては予算に応じて内容の上積みを行うことが妥当

である。策定にあたっては既存地区のレビュー、ソフトコンポーネントとの補完関係に留意

しながら各国ドナーの事例、意見を聴取する必要がある。

特にリハビリ・アップグレードを行う場合、各国ドナーのばらつきが激しい。整備範囲を

規定し最低限の開発範囲を規定する必要がある。

また、整備水準についてもばらつきがあり、堰を仮設工事程度の構造物（蛇篭）で整備し

極端に耐用年数が少なくなるケースが指摘されている。各潅漑事業において各ドナー、タ国

国内の財政状況に応じた整備がなされるべきではあるが水準耐用年数に留意した最低整備水

準を設定する必要がある。

7）基準作成

技術の普及、蓄積の観点から計画基準、標準設計、積算基準、施工管理基準の策定が必要
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である。本M ／ P では時間が限られていること、様々なドナーが入り込んでいることから、

各ドナーの既存資料を参考に比較検討し取りまとめることが現実的と考えられる。

短期間で策定しマスタープランの見直し時などに随時リバイスする体制をつくることが大

切である。

優先分野の選定

8）地区選定基準の策定

region による条件設定（例：各 region ごとに最低優先地区数を設定）、自然条件によるポ

テンシャルによる条件設定（水源、潅漑可能面積、市場アクセス、湛水被害）、既存農民組織・

農民のポテンシャルによる条件設定、既存事業との関係による条件設定などが想定される。

なお、KATC が全国のポテンシャル地域をまとめているので参考とされたい。

9）優先分野について

天水（補水潅漑）農業についてはタ国側のプライオリティーが高いにもかかわらずその開

発方向、現状把握が十分にいかない可能性がある。状況を把握の上、優先分野として調査を

行うか別途調査が必要か早急に結論を出す必要がある。維持管理体制について組織育成、農

民研修、行政のキャパシティビルディングなどについてもこれまでの弱点であり、検討を要

する。

（3）開発方向

持続性、普及性を考慮すると開発を進めるためには以下のポイントがあげられる。

・既存事業の再評価

・農民組織育成が不可欠

・受益者負担によるコスト意識の育成が不可欠

・農民、農民組織育成の時期が大切

・適正な整備水準の策定

・過大な整備は農民組織育成上不利になる可能性がある。

・過大な整備は周辺への波及効果が期待できない。

・耐久性を考慮した施設整備が必要

・農業基盤の整備内容は農民、農民組織の育成の度合いによって全く変わってくる。
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4 － 5　営　農

（1）農業統計資料について

今回、農業省の図書室で入手した 2 種類の資料において統計数値が大きく異なる場合があ

る。その原因は調査法が異なるためと思われるが、資料を更に入手するなり、一定の方式で

簡単な調査を実施する必要がある。例えば、潅漑農業の重要なターゲットの 1 つと考えられ

る園芸作物、特に野菜についての統計が農業省の統計部門になく、他のセクションから得た

が、調査方法が異なり、生産量は示されているが、栽培面積は明らかでなく、生産性の比較

ができない。また、対象地域選定にあたっては、District（県）単位あるいは町村単位の統計

データの入手が必要と思われる。

（2）土壌図・土壌肥沃度に関する資料について

対象地域選定のためには、新しい小縮尺の土壌図の入手が必要であるが、その存在につい

ては明らかでない。あるとすればMlingano Agricultural Research Institute、Tanga であろ

う。FAO ／ UNESCO の土壌図については日本での入手の方が簡単かもしれない。

土壌肥沃度については、潅漑プロジェクト開始時に調査されたものが、それぞれのゾーン

潅漑事務所等に保存されているが、潅漑開始後の土壌特性の変化について調査したデータは

存在しないようである。

天水栽培時には潜在的であった土壌肥沃度が潅漑によって顕在化し、一時的に生産量が高

まる（1t/ha 程度が 4 ～ 5t/ha 程度にはなる）が、土壌型によっては急激に肥沃度が低下する

場合があり、土壌特性の変化に応じた土づくりが重要である。本格調査では代表的な土壌型

について、潅漑農業の進展に伴う肥沃度変化の調査が必要である。この場合、一般的な物理

化学的性質のみでなく、窒素肥沃度といった視点からの解析も重要である。

（3）候補地選定の基準について

土壌の一般的な特性は候補地選定の絶対的な基準にならない。潅漑農業のターゲットであ

る稲作は基本的には湛水が可能な土壌で行われており、土壌の物理性はそれほど大きな問題

ではない（Vertisols のように乾燥すると極めて硬くなる土壌の場合は、入水後に耕起すると

いう必要があるが）。化学性についても、前述したように、短期的には 4 ～ 5t/ha 程度の収量

が得られる肥沃度があると考えられる（ダカワ、モシ等の結果に見られる）。潅漑稲作を持続

的に発展させるには、この肥沃度をいかに維持するかである。そのためには、農民の土づく

り等に対する意識・やる気を対象地域選定の第 1 の条件とすべきであり、そのための評価基

準、評価法の検討が必要である。

農民の意識調査法としては、農民からの提案を募ることも 1 つの方法であると思われる。集
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落や村落単位のグループ、あるいは普及員を含めた集団として、潅漑が可能な条件でどのよ

うな農業を考えるか、具体的な目標値の設定とともに、潅漑農業実施に必要な組織形態、潅

漑施設の維持法・必要経費の徴収、潅漑によって得られた利益の分配や投資等を含めて提案

させる。選考は書類審査ではなく、公開で審査会を開き、審査委員だけでなく、農民同士に

よる質疑を実施する。実際に実施するには問題も多いと思われるが、検討されたい。

なお、農民の意識を向上させ、やる気を起こさせる方法の 1 つとして、かつて日本で行われ

た米作日本一や、現在も行われている種苗交換会等の行事での優良農民の表彰などの導入の

可能性について検討するのも一案と思われる。

4 － 6　組織・運営

潅漑開発に対しては、十分な資源が与えられず、ドナー支援に大きく依存してきたため、包括

的な実施体制が構築され機能しているとは言い難い。そのため、関係者間の役割分担が明確でな

く、地方分権実施という要因もあり、どの関係者がどの場面で、どのような役割を果たすべきか

というのもはっきりしない。役割分担、実施メカニズムをはっきりさせることによって、その遂

行に必要な能力というのも明らかになってくる。ここでは、これまで述べてきた関係者及び潅漑

プロジェクトの現状から、組織・運営にかかわる課題を提示する。

（1） 潅漑関係者の役割分担及び能力強化

1）農業省作物開発部潅漑セクション

潅漑施設の建設、運営は他の組織に任せ、政策立案、モニタリング・評価、情報提供・普

及、技術支援、資金調達など環境整備を通じた潅漑開発の促進に責任をもち、関係者間の調

整の中心となる必要があると考えられる。ドナー支援による潅漑プロジェクトのマネージメ

ント経験はあるが、行政サービスとしての潅漑開発実施システムを構築、運営した経験がな

く、人材、予算に制約がある状況で、この分野の能力をいかに向上させていくかという課題

がある。

2）ゾーン潅漑事務所

建設部門はないが、機械・機器、技術職員はいるため、潅漑プロジェクトへの技術支援、情

報提供・普及が中心となると考えられる。ただし、既存の潅漑プロジェクトでゾーン潅漑事

務所がどのようにかかわっているかははっきりせず、村落組織強化などソフト面の支援は難

しいであろう28）。技術、組織強化いずれかもしくは両方の面で、民間企業もしくはNGO で

代替できるという可能性もある。

28）各ゾーン潅漑事務所に、社会学専門職員のポストが 1 つあるが、どの事務所でも空席である。
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もし、ゾーン潅漑事務所を技術支援の中心として重要視するのであれば、地理、人員の制

約をどのように解決するかも重要な課題である。また、職員の実務能力も現時点では不明で

ある。モロゴロ事務所のように技術職員 10 人程度の職員で、3 州をカバーするのは難しいよ

うに思われる。

3）他の中央省庁

農業省以外にも、水・畜産開発省、組合・流通省、地方行政省、土地・定住省と潅漑に何

らかの形でかかわる省庁は多い。例えば、組合設立は、組合・流通省に、水利権取得は、水・

畜産開発省に申請を提出する。通常のプロジェクトでは、管理運営のための省庁間委員会を

設立することが多い。ただ、今後、潅漑開発のための包括的なシステムを構築するのであれ

ば、中央水委員会のように様々な関係者が参加する恒常的な機構を設ける必要があると考え

られる。

4）地方政府

地方分権実施により、村落との接点、サービス提供者として役割が増加する県・市は、重

要な関係組織となる。しかし、県農業技術職員に潅漑プロジェクトの計画、実施、管理能力

がどの程度あるかは未知数である。この分野で、潅漑セクションもしくは他機関による県・

市職員の能力向上への支援が必要と思われる。中央省庁から地方政府へ直接技術ガイダンス

を与えることは可能であるが、地方政府が、そういった指導を受け入れるには、潅漑開発の

実施について十分な情報が与えられ、事前に重要性を認識しているべきである。

5）民間セクター・NGO

潅漑施設の工事では、民間企業の活用が必須である。ただし、世銀プロジェクトにおける

工事の遅延に見られるように、また、DANIDA レポートが指摘するように、民間業者の潅漑

施設工事の能力は十分でなく、訓練、品質管理が必要である。民間企業へ訓練を提供するの

であれば、どの組織がその能力を有するのかも特定する必要がある。

もし、民間企業による大規模潅漑農地経営を推進するのであれば、NAFCO の二の舞を防

ぐために、潅漑セクションは、事業運営を可能とする環境整備に注力しなければならない。当

然の事ながら、事業経営者が潅漑耕作によって十分な利益が得られるかどうか事前に検証す

る必要がある。

タ国のNGO は、ここ 10 年で急速に数を増加させ2,700 にも達している。タンザニアNGO

協会のように、NGO 能力向上に努める団体もあるが、潅漑に特化したものではなく、潅漑開

発へ技術能力をもつ NGO の数・能力はともに不明である。ただ、社会経済調査など、潅漑

セクションに専門スタッフがほとんどいない分野では補完的な役割を果たす可能性があると

いえる。いずれにせよ、潅漑、社会経済調査、村落組織強化などに経験、能力を有するNGO

リストの作成は、今後の潅漑開発に不可欠と考えられる。
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6）村落

潅漑スキームの自立発展性を確保するためには、維持管理の適切な実施（財務、技術、運

営面）が不可欠であるが、どのような有効な手段があるのか、既存の例から教訓を学び、適

用性を検討する必要がある。TIP が主張する血縁関係などに基づいたグループ形成、ソコイ

ネ農業大学地域開発センターによる、農民による在来技術の移転などの例は、透明性・説明

責任の確保、レプリケーションの観点から、検討するに十分値するであろう。

また、村落では、農業において潅漑以外の様々なニーズを抱えている。潅漑マスタープラ

ンは潅漑に中心を置くのはもちろんであるが、鳥害対策、環境保全などの分野で低投入・高

効果の手段、潅漑による収量の増加を確実に収入増加につなげるためのマーケティング強化

などで好事例があれば、収集し広めていく価値があると思われる。

（2）潅漑スキームのレプリケーション・拡大

潅漑マスタープランは、潅漑の自立的拡大を可能とする枠組みを示す必要がある。資源が

限られた状況の下、効率的に潅漑施設を増やし、機能させていくためには、①農民自身によ

る実証・実演、②村落支援組織（例：NGO、大学）の強化、③支援ツールの準備（例：汎用性

の高い維持管理マニュアル作成）など様々な工夫が必要と考えられる。

（3）社会的弱者への配慮

潅漑プロジェクトによっては、最貧困層への到達、ジェンダーのメインストリーム化を目

標として掲げるところもある。今回調査では、これらに関する状況を直接見る機会はなかっ

たが、タンザニア女性の家事、農作業における重労働はよく聞かれる話である。潅漑により

増えた収入が家庭内でどのように分配されているかも、潅漑のインパクトにかかわる重要な

点である。また、一部には、土地なし農民も存在する。通常の潅漑開発が、土地なし農民にど

のような影響を与えるかは今回の調査では明らかにできなかったが、制度的対応をとるべき

かどうかは、他プロジェクトの経験から学び、調査で詳しく検証すべきであると思われる。
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第 5 章　参考資料　農村社会経済調査 ―― マロロ B村

ムエガ潅漑プロジェクトを訪れた際、水利組合の調査だけでなく、タンザニア農村の現状を把

握するために、社会経済調査を実施した。当調査では、村の概況、組織、税金、問題・ニーズ、農

業、潅漑などに焦点を当てている。

調査を実施したマロロB 村は、ムエガ潅漑プロジェクトの対象となっている3 か村のうちの 1 つ

である。もともと 1 つであったマロロ村が、人口が多いため、2000 年にマロロA 村とマロロB 村

に分割された。マロロ B 村の人口は 2,700 人、世帯数は 627 あり、出稼ぎ世帯はない29）。

小学生の児童は 400 人であるが、村内に学校がないため、隣村に通学している30）。中学生は女

子学生が 1 人いるだけであり、イリンガ（Iringa）にある中学校で学んでいる。診療所も村内にな

く、区（Ward）に診療所が 1 つあるだけである。診療所には、看護婦（Nurse）1 名、村落医療ア

シスタント（Rural medical assistant）1 名が常駐している。

村が経験した自然災害としては、1995 年から 1996 年にかけての旱魃、1997 年に洪水の被害が

ある。特に前者の旱魃による水不足のため農産物の生産減少という影響を受けている。

交通手段として、イリンガへ行く定期バスが毎日 1 便ある。バスが老朽化しており、何回も止

まるので、片道 4 時間程度かかり、1,500Tsh の乗車賃を支払う必要がある。

（1） 村内組織

村内の組織としては、以下の 4 つがある。

1）安全委員会

村内の治安維持、警察として機能する。7 人のメンバー（男性4 人、女性 3 人）で構成され、

村内で問題が発生したときは、警備の訓練を受けた村人の協力を受けて対処する。

2）社会福祉委員会

9 人のメンバー（男性7 人、女性2 人）から成り、教育、農業、保健、水供給など様々なアド

バイスを提供する。ただし、同委員会のための予算はなく、政府による訓練も受けていない。

3）計画・財務委員会

村内から、税金などのお金を集め、地方政府に対し納付の責任をもつ。

4）村落政府（Village Government）

会長（Chairman）1 名、総務（Village Secretary）1 名、執行担当者（Executive Officer）1

名、会計（Treasurer）1 名から構成される。ただし、現在は、総務と会計は兼任となってい

29）マロロA 村の人口は 2,500 人、420 世帯である。
30）ムエガ潅漑プロジェクト対象村のうち、マロロ B 村だけ学校がない。
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る。また、会長は、計画・財務委員会の会長も務める。会長のみが村内の選挙で選ばれ、他

の役職は会長による任命となっている。村内意思決定は、村落政府が事前に仮の結論を出し、

村の 18 歳以上の成年男女が集まる総会で正式な決定を下す。決定は、雰囲気として過半数が

賛成しているようであれば、そのまま特に採決はせずに決定とし、過半数の賛成が明らかで

ない場合は、採決をとる。

（2） 税　金

税金は、任命された収入役（Revenue Collector）によって集められ、徴収金は、村（7.5％）、

収入役（7.5％）、区（5％）、県（80％）の割合で分配される。村の受取金額は少ないため、こ

の受取金に対する予算は特に作成されていない。

（3）問題・ニーズ

マロロ B 村は、幹線道路から車で 30 ～ 40 分ほどの所にある。基礎インフラも整備されて

いないので、村人から出された問題は、基本的ニーズにかかわるものがほとんどであった。以

下、マロロ B 村の問題・ニーズをあげる。

1）小学校

年間の学費は 2,000Tsh であるが、それに加えて、制服、靴、練習帳などの文房具の費用を

親が負担する必要がある。結婚した夫婦は子供の数に関係なく、学齢期の児童がいなくても、

それぞれが年間 3,000Tsh をMEM 資金（正式名称不明）へ払い込む必要がある。教科書は政

府が無償で供与している。近隣村にある小学校がマロロB 村の全児童を受け入れる能力がな

いため、村は、私設学校を設立している31）。ただし、年間の学費が 6,000Tsh と公立学校と

比べ非常に高く、通えない児童もいる。

小学校校舎建設の責任は村にあり、建設後の教師の派遣は政府の責任というのが、現政府

の教育政策である。政府あてに申請を出しているだけでなく、村全体として小学校校舎建設

表 4 － 1　税金の種類

31）近隣村の小学校の受入れ能力が 90 人～ 100 人であるのに対し、マロロ B 村の小学生児童は 400 人に達
する。
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の同意に達しており、用地も確保しているが、実際の建設は始まっていない。

2）診療所

村が所属する区に 1 つ診療所があるだけである。年間 5,000Tsh 支払うと診療所の会員と

なり、診療のたびに費用を払う必要がない。この保険制度が対象とするのは、夫婦と 18 歳未

満の子供である。非会員の場合、診療のたびに 1,000Tsh を支払う義務がある。

3）飲料水

村内に井戸はあるが、乾期に干上がる場合がある。その場合、川まで汲みに行く必要があ

るが、飲料に適しておらず下痢を引き起こすことがある。川の近くにある浅井戸も水質は良

くない。

4）電化

幹線道路から離れているため、配電網の届いていない未電化村であり、電化もニーズとし

てあげられた。

（4）農業活動

1）イネ

1 エーカー当たり、8 ～ 12 袋（1 袋 100kg）の収量がある。収穫のうち75％は売却、残り25

％は自家消費及び来年用の種籾として使われる。販売（庭先）価格は、2 つの価格帯に分かれ

る。1 つは 5 月の高価格時期（1 袋当たり 2 万 Tsh）、もう 1 つは 6、7 月の低価格時期（1 万

5,000Tsh）である。

イネに関する問題として、①潅漑用水の水を受けられない地域がある、②雨期の洪水を待

つ必要のある農地がある、③投入物購入の資金を業者から借り入れる必要があり、高い金利

を支払う必要がある、④除草、鳥追いの作業が重労働であることが村人からあげられた。

2）タマネギ

1 エーカー当たり 50 ～ 60 袋の収穫がある。価格はイネ同様の変動があり、8 月（高い）、9

表 4 － 2　マロロ B 村 耕作カレンダー
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月（低い）、10、11 月（非常に低い）、12、1 月（非常に高い）といった変化が見られる。収穫

したタマネギを保存して、高価格時期に売り出す農民もいる。

3）トマト

20kg 当たり、1 万 Tsh の売上となる。利益は他の作物と比べて大きいが、雨と虫により被

害があり、生産には熟練が必要でもある。

農産物販売については、収穫時期には、業者が村に買い付けに来るので、自ら市場へ売り

に行く必要はない。業者が提示する値段は、市場で売れる値段よりは低いが、たとえ農民自

ら農産物を市場で売却をしようとしても、経験の豊富な業者に対抗するのは難しいと村人は

感じている。

村内の農地所有は、以下の 3 つのタイプに分けられる。

①　10 ～ 20 エーカーを所有する大規模農家（全体の 15％程度）

②　 1 ～ 5 エーカーを所有する中規模農家（村内世帯の大部分を占める。なかでも、1 エー

カー程度を所有する世帯が多数である）

③　土地なし農民（世帯数は少ない。他世帯の農作業の賃金作業や、農地を借りて耕作し

ている）

（5）潅　漑

水利費の支払義務へ同意はしているが、金額は何をベースとするかで意見が分かれており、

まだ決定にいたっていない。施設の維持管理に対する自分たちの責任も認識しているが、実

際の費用負担、役割分担についてはまだ決定していない。

潅漑用水はこの村の農業にとって大きな制約要因であり、イネ、タマネギ、トマトの生産

性向上につながると信じている。同時に、肥料、殺虫剤といった投入物の高価格といった他

の制約要因が残っているのも理解している。

潅漑施設の建設が進行中であるが、賃金雇用の機会はほとんどない。これは建設工事に何

らかの熟練、技術が必要であるためと思われている。

（6）土地相続・所有制度

政府の法律により、土地は男女ともに相続できるようになっている。土地所有は、登記さ

れてはおらず、慣習的に所有されている。潅漑プロジェクトなどで、土地が収用される場合

もあるが、所有者が同意すれば問題はなく、保証金も支払われない32）。

32）本潅漑プロジェクトにおいて、マロロ B 村で土地収用のケースはなかった。また、土地収用法による
と、公共目的のため土地が収用された場合、補償金が支払われることとなっている。
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